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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成26年4月17日(2014.4.17)

【公開番号】特開2012-195918(P2012-195918A)
【公開日】平成24年10月11日(2012.10.11)
【年通号数】公開・登録公報2012-041
【出願番号】特願2011-60406(P2011-60406)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｈ   9/02     (2006.01)
   Ｈ０３Ｈ   3/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｈ   9/02    　　　Ａ
   Ｈ０３Ｈ   3/02    　　　Ｃ
   Ｈ０３Ｈ   3/02    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  23/02    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  23/02    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成26年3月3日(2014.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　前記圧電振動フレームの前記枠体に形成された一対の前記引出電極同士は所定距離離れ
て形成され、
　ベース部の前記第１端面に形成された一対の前記実装端子同士は所定距離離れて形成さ
れる請求項１に記載の圧電デバイス。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　　図３（ａ）に示されたように、実装面Ｍ３の＋Ｘ軸側には実装端子１２５ａが形成さ
れ、実装面Ｍ３の－Ｘ軸側には実装端子１２５ｂが形成されている。実装端子１２５ａは
キャスタレーション１２６ａを介して第１端面Ｍ１まで伸びて形成され、実装端子１２５
ｂはキャスタレーション１２６ｂを介して第１端面Ｍ１まで伸びて形成されている。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　ステップＳ１５では、リッドウエハ１１Ｗと水晶ウエハ１０Ｗとベースウエハ１２Ｗと
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が共晶金属ＥＣ及び低融点ガラスＬＧにより接合される。図１１（ｂ）は、図７～図１０
におけるＢ－Ｂ断面図であり、リッドウエハ１１Ｗと水晶ウエハ１０Ｗとベースウエハ１
２Ｗとが共晶金属ＥＣにより接合された状態を示した図である。ここで、真空中又は不活
性雰囲気中で共晶金属ＥＣが溶ける。溶けた共晶金属ＥＣは毛細管現象によりリッドウエ
ハ１１Ｗの金属膜１１２と水晶ウエハ１０Ｗの表面Ｍｅの第１引出電極１０３ａとの間、
及び水晶ウエハ１０Ｗの裏面Ｍｉの第２引出電極１０３ｂとベースウエハ１２Ｗの実装端
子１２５ｂとの間を流れる。これにより、金属膜１１２、第１引出電極１０３ａ、第２引
出電極１０３ｂ及び実装端子１２５ｂの表面が濡らされる。また、隣り合う共晶金属用溝
部までの距離はほぼ均等であるため、金属膜１１２、第１引出電極１０３ａ、第２引出電
極１０３ｂ及び実装端子１２５ｂの表面を十分に濡らすことができる。
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